
2017年7月25日（火）

【午後の部】14:00～15:30

【夜の部】 19:00～20:30



本日の流れ

【１】 はじめに

【２】 規約からみる「まち協」がおさえたい３つのポイント（30分）

①「まち協」で「しないといけないこと」

②「まち協」で「できないこと」

③「まち協」で「実は！できること」

【３】 ワークショップ （50分）

テーマ：規約をもとに事業の仕分け！

“やってみたい事業・やめたい事業と理由”

【４】 最後に （5分）



ずばり！みなさんにお尋ねします。

■まち協の 『規約』 ってご存知ですか？

■『規約』の内容ってご存知ですか？

①「まち協」で「しないといけないこと」



では！みなさんに質問です。

■なぜ 『規約』 ってあるのでしょうか？

①「まち協」で「しないといけないこと」



■『規約』は取り扱い説明書

⇒組織運営や活動を行う上で、「活動の目的は何か

「どんな活動を行うか」「予算をどうやって決めるか」

「会議をどう運営するか」など、決めることがたくさん！

一定のルールがないと、どうなるか・・・

①「まち協」で「しないといけないこと」



■『規約』は取り扱い説明書

⇒ 「これについては、こうしよう」というルール（規則）を

明文化することで、みんなの目的意識の共有が

可能に！

⇒規約があると、新しく加入する人に団体のことを

分かりやすく説明できる

ルールに基づいた安心な活動ができる

①「まち協」で「しないといけないこと」



規約の必要性が分かったところで・・・

■まち協がしないといけないこととは？！

⇒ ずばり！取り扱い説明書（ルール）に

則った活動

①「まち協」で「しないといけないこと」



■会計、監査の役割

第４章 役員及び職員

第13条 本会に・・・

■会議の整理
（通常総会、臨時総会、理事会）

第５章 総会

第22条 本会の・・・

①「まち協」で「しないといけないこと」



■会計、監査の役割
⇒ 監査業務の役割は奥が深い？！

■会議の整理
（通常総会、臨時総会、理事会）
⇒ ３種類ある会議の意味付け
⇒ 会議は何をする場なのか
⇒ 「いつ・どこで・誰が・何を」を記す

①「まち協」で「しないといけないこと」



ここからは
キツイお話し

②「まち協」で「できないこと」



■一番お伝えしたいこと
⇒ 「まち協」と他の地域組織との違い

（地域振興会（町会）、社協etc）

②「まち協」で「できないこと」

■補助金（公金・税金）を受ける「認定団体」
⇒ 区長が認定します。
⇒ 認定の取り消し（可能性）もあります。
⇒ そのためのルールが「規約」です。



■入会を基本、拒めません。
⇒ 誰でも参加できます。

第3章 会員の入会については特に条件を
定めない

②「まち協」で「できないこと」

■秘密の「お金」は作れません。
⇒ 収支は「公開」 ⇒第7章 資産および会計
⇒ 「金額が合わない」「使途不明」など・・・
⇒ ありえません（総会で議決）



■「一部」で物事を決めてはいけません。
⇒ 理事会で「過半数」で決定します。

第6章 （議決）第37条
⇒ 町会長会議で決めていても「ダメ」です。

②「まち協」で「できないこと」

■「公序良俗」に反することはできません。
⇒ まちに対して「公平」「平等」に開いている
⇒ 「政治活動」「宗教活動」はできません。
⇒ 例：町会に入ってる？



仲間を増やす？！

③「まち協」で「実は！できること」



第３章 会員

規約 ６条

■本会の会員は次のとおりとする

（１）正会員

・・・総会において議決権を持つ者

（２）その他の会員

・・・必要に応じて設置することができる

③「まち協」で「実は！できること」



例えば・・・

★今までの役員だけでなく、各種構成団体を

正会員とし、まち協の活動に参画してもらう。

会費をとることもできます！

★賛助会員制を設け、企業などから賛助会費

を得て地域活動の資金の一部とする。

③「まち協」で「実は！できること」





お金を増やす？！

③「まち協」で「実は！できること」



第２章 事業及び目的

規約 5条 ２項

■次の事業は行わないものとする

「営利を目的とする事業」

利益を得ることを禁止する規定ではなく、得た利
益を構成員に分配しないという事

③「まち協」で「実は！できること」



例えば・・・

★広報紙に企業広告を載せ、広告収入を得る。

★コミュニティ回収を行い、収益を地域活動に

活用する。

★行政の委託事業を受託することで収益を得る。

③「まち協」で「実は！できること」



区の広報誌配布事業を受託 見守りや情報発信に活かす！



区の公園清掃事業を受託 公園美化・活性化に活かす！



事業を減らす？！

③「まち協」で「実は！できること」



第６章 理事会

規約 33条

■理事会は次の事項を議決する

部会の設置、事業計画・予算、会員など…

※招集方法

規約 34条

理事長が必要と認めたとき

規約 15条（監事の職務）

理事に意見を述べ、理事会の招集を請求する

③「まち協」で「実は！できること」



例えば・・・

★重複している活動を一つにする

→まち協、はぐくみネット、PTA新聞で同じ内容を

記載していたが、1つの広報紙にまとめた。

【結果】広報紙を減らした分、印刷部数を増やして

町会員への配布から全戸配布へ

多くの方が見てくれるように！

③「まち協」で「実は！できること」



例えば・・・

★活動の内容を大幅に変える

→盆踊り大会を毎年開催しているが子どもの参加

が少ないため、「こどもまつり」に変更

【結果】従来の飲食ブースを減らして、あてものや

バルーン、コイン落としなど子どもの喜ぶ店に

子どもの参加が増えた！

③「まち協」で「実は！できること」



でもやっぱり大切なのは、、、

◎一部の人で勝手に決めない！

◎みんなで決める！！

③「まち協」で「実は！できること」



■「まち協」は「別の顔」

⇒ 「まち協」と他の地域組織とは違う
（地域振興会（町会）、社協etc）

⇒ 今までと違うやり方で物事を決め、運営する

⇒ 今までの「組織」も活かせる

まとめ「今日、お伝えしたいこと」①



まとめ「一番お伝えしたいこと」②

■皆さんの「立場」も違います

⇒ 「互助会」ではなく「小さな区役所」

⇒ 「サービス受ける人」ではなく「サービスする人」

⇒ そんなの無理！⇒任せて良い（金で解決）



まとめ「一番お伝えしたいこと」③

■未来のために、思いを「伝えて」ください

⇒ 「まち協」ができて、もう5年目

⇒ 事業の整理と、引継ぎが大事！

⇒ そのために！
⇒ まちの「引継ぎ事項」ノート
⇒ 「地域カルテ」



お疲れ様でした！


